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提    案 
 

 

日本学術会議会則の一部を改正する規則案 

 

１  提 案 者      会 長 

 

２  議    案      日本学術会議会則の一部改正について、別紙案のとおり改正す

ること。 

 

３ 提案理由   若手科学者の連携を図り、その活動を通じて学術の振興に寄与す

ることを目的に、第 23 期から「若手アカデミー」を設置すること

としたいため。 

 
 

 

 

 

提 １ 
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資料２ 



○
日
本
学
術
会
議
規
則
第

号

日
本
学
術
会
議
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
学
術
会
議
会
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

日
本
学
術
会
議
会
長

○
○

○
○

日
本
学
術
会
議
会
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

日
本
学
術
会
議
会
則
（
平
成
十
七
年
日
本
学
術
会
議
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
十
一
章

若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
（
第

「
第
十
一
章

栄
誉
会
員
（
第
三
十
四
条
）

第
十
二
章

栄
誉
会
員
（
第
三
十
五

目
次
中

第
十
二
章

日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体
（
第
三
十
五
条
）

を

第
十
三
章

日
本
学
術
会
議
協
力
学

第
十
三
章

雑
則
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
八
条
）

」

第
十
四
章

雑
則
（
第
三
十
七
条
―

三
十
四
条
）

条
）

に
改
め
る
。
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術
研
究
団
体
（
第
三
十
六
条
）

第
三
十
九
条
）

」

第
十
三
章
中
第
三
十
八
条
を
第
三
十
九
条
と
し
、
第
三
十
七
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
第
三
十
六
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、

同
章
を
第
十
四
章
と
す
る
。

第
十
二
章
中
第
三
十
五
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
同
章
を
第
十
三
章
と
す
る
。

第
十
一
章
中
第
三
十
四
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
同
章
を
第
十
二
章
と
す
る
。

第
十
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
十
一
章

若
手
ア
カ
デ
ミ
ー

（
若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
）

第
三
十
四
条

学
術
会
議
に
、
若
手
科
学
者
の
連
携
を
図
り
、
そ
の
活
動
を
通
じ
て
学
術
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
会
員
又
は
連
携
会
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
を
置
く
。

２

若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
幹
事
会
が
定
め
る
。

別
表
提
言
の
項
及
び
報
告
の
項
中
「
又
は
分
科
会
」
を
「
、
分
科
会
又
は
若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
日
本
学
術
会
議
会
則
（
平
成
十
七
年
日
本
学
術
会
議
規
則
第
三
号
）
改
正
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
九
章

（
略
）

第
一
章
～
第
九
章

（
略
）

第
十
章

地
区
会
議
（
第
三
十
三
条
）

第
十
章

地
区
会
議
（
第
三
十
三
条
）

第
十
一
章

若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
（
第
三
十
四
条
）

（
新
設
）

第
十
二
章

栄
誉
会
員
（
第
三
十
五
条
）

第
十
一
章

栄
誉
会
員
（
第
三
十
四
条
）

第
十
三
章

日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体
（
第
三
十
六
条
）

第
十
二
章

日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体
（
第
三
十
五
条
）

第
十
四
章

雑
則
（
第
三
十
七
条
―
第
三
十
九
条
）

第
十
三
章

雑
則
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
八
条
）

本
文

本
文

第
十
章

地
区
会
議

第
十
章

地
区
会
議

（
地
区
会
議
）

（
地
区
会
議
）

第
三
十
三
条

学
術
会
議
に
、
地
域
社
会
の
学
術
の
振
興
に
寄
与
す
る

第
三
十
三
条

学
術
会
議
に
、
地
域
社
会
の
学
術
の
振
興
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
会
員
又
は
連
携
会
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
地

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
会
員
又
は
連
携
会
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
地

区
会
議
を
置
く
。

区
会
議
を
置
く
。

２

地
区
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
幹
事
会
が
定
め
る
。

２

地
区
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
幹
事
会
が
定
め
る
。

第
十
一
章

若
手
ア
カ
デ
ミ
ー

（
若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
）

第
三
十
四
条

学
術
会
議
に
、
若
手
科
学
者
の
連
携
を
図
り
、
そ
の
活

（
新
設
）

動
を
通
じ
て
学
術
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
会
員

又
は
連
携
会
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
を
置
く
。

２

若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
幹
事
会
が
定
め
る
。

第
十
二
章

栄
誉
会
員

第
十
一
章

栄
誉
会
員

（
栄
誉
会
員
）

（
栄
誉
会
員
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）
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第
十
三
章

日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体

第
十
二
章

日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体

（
日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体
）

（
日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
十
四
章

雑
則

第
十
三
章

雑
則

（
外
部
評
価
）

（
外
部
評
価
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

（
幹
事
会
へ
の
委
任
）

（
幹
事
会
へ
の
委
任
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

（
会
則
の
改
正
）

（
会
則
の
改
正
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

種
類

表
出
主
体

定
義

種
類

表
出
主
体

定
義

要
望

（
略
）

（
略
）

要
望

（
略
）

（
略
）

声
明

（
略
）

（
略
）

声
明

（
略
）

（
略
）

提
言

部
、
委
員
会
、
分

法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、

提
言

部
、
委
員
会
又
は

法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、

科
会
又
は
若
手
ア

部
、
委
員
会
、
分
科
会
又
は
若
手
ア
カ

分
科
会

部
、
委
員
会
又
は
分
科
会
が
実
現
を
望

カ
デ
ミ
ー

デ
ミ
ー
が
実
現
を
望
む
意
見
等
を
発
表

む
意
見
等
を
発
表
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

報
告

部
、
委
員
会
、
分

法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、

報
告

部
、
委
員
会
又
は

法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、

科
会
又
は
若
手
ア

部
、
委
員
会
、
分
科
会
又
は
若
手
ア
カ

分
科
会

部
、
委
員
会
又
は
分
科
会
が
審
議
の
結

カ
デ
ミ
ー

デ
ミ
ー
が
審
議
の
結
果
を
発
表
す
る
こ

果
を
発
表
す
る
こ
と
。

と
。

回
答

（
略
）

（
略
）

回
答

（
略
）

（
略
）
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若手アカデミ－委員会
平成23年10月 若手科学者を中心に再構成

平成23年9月28日 提言「若手アカデミー設置について」を公表

日本学術会議は、社会が直面する課題の解決に向けて、また、学術の次世代を担う主体の形成
と発展のために若手アカデミーを設置して若手科学者の独自の組織と活動を位置づけこれを支援。

【構成員】 各部２０名程度、計６０名程度 【年齢構成】 ３０～４５歳を基準
【連携会員】 任期６年 ３年ごとに半数の改選 【代表者】 幹事会にオブザーバー参加

検討の経緯

若手アカデミー委員会 若手アカデミー活動検討分科会

平成25年4月 日本学術会議 総会 委員長報告
・第23 期（平成26年10月）における若手アカデミーの設置を目指し、
若手アカデミーの組織・運営の在り方について審議

・日本学術会議における位置づけ、構成員、運営、本委員会での
活動と設置以降の活動の持続可能性と発展性などについて審議

平成25年10月 総会 日本学術会議会則改正（予定）
若手科学者の連携を図り、その活動を通じて

学術の振興に寄与することを目的として「若手アカデミー」を設置。
※設置は平成26年10月

日本学術会議の機能強化

若手科学者
の意見集約
機能の強化

世界の

ヤングアカ
デミーへの

対応

若手アカデミー整備

平成22年5月 分科会設置
わが国における若手アカデミー活動の可能性を多角的に調査研究
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